
5-6八 溝 多 賀 森 林 計 画 区 を 対 象 と した 中 山間 流 域 の観 光 レク リエ ー シ ョン

ポ テ ン シ ャル の 算 定

(1)本 章 の 目的

続いて、中山間市町村 を多 く含む茨城県北部の八溝多賀地域森林計画区 を対象に、森林

管理面か ら見た観光 ・レク リエーシ ョンの重要度を、前項で行 ったの と同 じ手法で解析、

考察 を行 い、中山間地域 における観光 レクリエーシ ョン機 能の評価手法のあ り方について

考察 を行 った。

(2)対 象 及 び 方 法

a対 象 地 の概要

中山間流域にお ける対象地 は、茨城県北部に位置す る八溝多賀地域森林計画区 とした。

霞 ヶ浦森林 計画 区 と同様 に、八溝 多賀地域森林計画区 も、我が国 を158箇 所 の流域 に区分

して設定 されている地域森林計画区の1つ に相当す る。地形的 には阿武隈山地の南端部に

あた る八溝、久慈、多賀の諸山地か ら構成 されてお り、その谷 あいを久慈川、大北川、花

貫川、十王川およびそれ らの支流が流れてい る。

八溝多賀森林計画区の位置 は、図5-13に 示す とお りであ り、地勢や森林な どの特性

は、既に5-3(2)で 述べた とお りであ る(八 溝多賀流域林業活性化セ ンター1993)。

観 光的 な側 面からは、地域内に水戸光囲 ゆか りの西 山荘(常 陸太 田市)や 、 日本3大 名

爆の1つ で ある袋 田の滝(大 子町)な ど全国的に知 られている観 光スポ ッ トを有 している

が、国立公園指定地 が見 られないな ど、我が国の中で自然的 ・文化的に特 に傑出 した観光

地域であるとは言い難い。

本項で対象 とした地域は、典型的な中山間流域であ り、かつ観光 レクリエーシ ョンに極

度に依存 している地域ではない と特徴 づけられ る。新たな森林 計画によ り、今後 この様 に

平均 的な中山間流域 における観光 レクリエーシ ョンのための森林管理 のあ り方が、全国各

地で議論 され る様になると考 えられ る。そのため、現時点で、本地域 を調査対象 として選

択するこ とは適切であると考え られた。

b解 析 方 法

本研究では、5-5項 を参考に し、図5-14に 示す手順 に したがって観光 レク リエー

シ ョンポテンシャルの解析 を行 った。 は じめに、観光 レク リエー シ ョンに関わる既存デー

タベ ース((社)日 本観光協会1999)を も とに、流域内の観光 レク リエー シ ョン資源 ・施

設を抽出 し、国土数値情報 における3次 メ ッシュ(1kmメ ッシュ)単 位で位置が把握可能

なものとそ うでない もの(無 形文化財や河川 ・湖沼のよ うに3次 メッシュのスケール を越

えた長大なもので求心的地点が見いだされ ない もの)に 分類 した。 また、渓流釣 りのスポ

ッ トの様 に、データベースに河川名 が記載 されている場合でも、具体的な場所が点的 に把

握 できそ うだと判断 された資源 ・施設 については、市町村役場へ の聞 き取 り調査 を通 じて、

可能な限 りその位置を把握す るように努めた。以上の結果 、表5-25に 示 した とお り、

本研究では合計303箇 所の資源 で施設が対象 となった。



表5-25全 国観光情報データベースに基づく対象地域内の観光レクリエー
ション資源 ・施設数と対象地域の数

註)*1)同 一のものがダブルカウントされていたため除外した
*2)1つ の資源とされているが

、複数地に離散的にあるため分けてカウントしたものを含む
*3)3次メッシュ単位で地理的に把握不可能なものを除外した

次に、対象 となった資源 ・施設の位置を、3次 メッシュコー ド化 した(環 境庁 自然保護

局計画課1997)。 なお、 コー ドを付与す る際、複数の メッシュの境界 にまたがって位置す

る資源 ・施設については、管理棟 な ど求心的地点が入 っているほ うのメッシュコー ドを付

与す ることに した。

更に、各資源 ・施設 に対 し、森林 との関わ りを考慮 して、1点 か ら4点 まで、4段 階に

重みづけ し、得点 を付与 した(表5-20)。 点数化 にあたっては、現地へ確認調査に赴

き、公 開性 、他資源 ・施設 との関わ り、森林管理の立場に立った場合 の現実的な重要度な

どを再評価 して、必要があれば得点 を修正 した。その後、各資源 ・施設の得点を3次 メッ

シュ単位に集計 した。

以上求 めた3次 メ ッシュ単位 の集計値に対 し、図5-9に 示 した とお り、周囲5×5メ

ッシュの得点 を考慮 したフィル タ リングに よるスムージング処理 を施 し、森林管理面 から

見た観光 レク リエー ションの最終的なポテ ンシャル図を作成 した。



最後に、得 られたポテ ンシャル 図をもとに、高ポテンシャル地域の特 定を行 い、各地域

ごとに最高点を得たメ ッシュの得点内容か ら、その地域の観 光 レク リエー シ ョン的な意味

的な特徴 を明 らかに して、類型化 を行 った。 また、別途高ポテ ンシャル地域の地形的広が

りや土地利用形態を もとに類型化 を行 った。そ して、最後に既 存の評価手法 と比較 した上

で、観光 レクリエーシ ョン機能の向上に資す るための、今後 の森林計画のあ り方につ いて

考察 を行 った。

(3)結 果

a観 光 レク リエー シ ョンポテ ンシャル の算 出結果

八溝多賀地域森林計画区内において、森林管理 に関わる観光 レク リエー シ ョンのポテン

シャル を算出 した結果が、図5-19で ある。各 メッシュのポテンシャル値の レンジは最

低0.00ポ イン トか ら最高115.50ポ イ ン トであった。 また、ポテ ンシャルの ピー クメ ッシュ

(本研究では、その メッシュの値が10ポ イ ン ト以上で、周囲の8メ ッシュの値 よりも高い

値 を示 したメッシュをピー クメ ッシュ と定義 した)を 調べた ところ、36箇 所確認す ること

ができた。

また、36箇 所 の ピー クメッシュの周 囲に、10ポ イン ト以上の高いポテンシャル をもつメ

ッシュが どれだけ広がっているかを確認 した ところ、最 も狭 い場合で1メ ッシュ(4箇 所

:図5-19の33～36番)、 最 も広 い場合 には67メ ッシュ(1箇 所:図5-19の2番)

であった。 なお、各地域の具体的な位置関係 については、図5-19に 示 した とお りであ

る。

図5-19八 溝 多賀 流域 の観 光レクリエーションポテンシャル



b得 点の ピー クメ ッシュを対象 と した分析結果

高ポテンシャル地域を類型化す るために、上記36箇 所の ピークメッシュの得点内訳 につ

いて分析 を行 った(表5-27)。

まず、得点内容が資源 に依存 しているのか施設に依存 しているのかを分析 した。資源 に

関わる得点 の割合 が全体 の3分 の2を 超 える場合には資源型、施設の割合が3分 の2を 超

える場合 には施設型、その中間の場合 には拮抗型 として整理 した。その結果 、資源型は11

箇所、施設型 は15箇 所、拮抗型が10箇 所 とな り、八溝多賀地域森林計画区では、施設型 の

数がやや多 目ではあるが、各タイプの数には大 きな差があるとは言い難かった。

次 に、得点内容が 自然的要素 に依存 しているのか文化的要素 に依存 しているのかを上記

と同 じ基準 で整理 した。その結果、 自然型 は19箇 所、文化型は8箇 所、拮抗型は9箇 所 と

な り、 自然型の地域が過半数 を占めていた。

(4)考 察

a高 ポテ ン シャル地域 の意 味的 な類型 化

上述の ピー クメ ッシュを対象 とした分析結果をもとに、各高ポテンシャル地域の意味的

表5-27森 林観光レクリエーションに関わる高ポテンシャルメッシュの集中地

*1:図6-13に おける番号*2:国 土数値情報に甚づく最高地点の3次 メッシュコード*3:括弧 内は対象区域外の市町村

*4:10ボ イント以上のメッシュの数の合計*5:① 自然資源型(自 然資源が主体的な地域)② 文化資源型(文 化資源が主体的な地域)

③折衷型(自 然・文化両資源が重要な地域)④ 山間施設導入型(山 間・農山村施設の導入によりボテンシャルが高くなった地域)

⑤都市施設型(都 市型施設が集中してボテンシャルが高くなった地域)⑥ その他(集 中の理由が見いだせない地域)



な特徴 をまとめた(表5-27の 最右列を参照)。 各地域の特徴 を類型化す ると、① 自然

資源型(自 然資源が主体的である地域:12地 域)、 ②文化資源型(文 化 資源 が主体的であ

る地域:3地 域)、 ③折衷型(自 然 で文化 両資源が重要で ある地域:5地 域)、 ④ 山間施

設導入型(山 間や農村型の施設 を導入 した ことでポテ ンシ ャル が高 くなっている地域 、:

12地 域)、 ⑤都 市施設型(多 数 の都市施設が集 中 してポテ ンシャルが高 くなっている地域

:4地 域)と な り、⑥その他(集 中の理 由が特 に見いだ されない地域)の 類型は見 られな

かった。

b高 ポテ ンシ ャル地域 にお ける地形的 ・土地利 用的観点 か らの類型 化

上記36箇 所の高ポテ ンシャル地域 の地理的広が りを、2万5千 分の1の 地形図に トレー

ス し、ピークメ ッシュの位置 とその周辺の高ポテンシャル メ ッシュの地形的 な広が り及び

土地利用形態に着 目 して考察を行った。 その考察結果 を模式化 した ものが図5-20で あ

る。

註)*1)★1は、最高点 示した地点を表す。
*2)①～⑥は、表6-14の なかの①～⑥の類型の番号に対応している。。

*3)()中 の数字は、表6-14の なかの各高ポテンシャルメンシュ集中地に振られた番号の番号に対応している。

図5-20地 形的構造および土地利用構造によりグループ化・サブグループ化された重点地区一覧



は じめに、 ピー クメ ッシュの場所 とその周辺状況の地形的起伏に着 目したところ、4種

類 に類型化が可能であった。 この ことは、前項で行った霞 ヶ浦地域森林計画区における結

果 と同様 であった。 それ らは,A.山 頂や尾根部な どの凸状地形の上部に最高点 があ りそ

の周辺 に高ポテ ンシャル値 が広がる 「凸地形型」、B.河 川 ・湖沼 ・盆地集落 な どの凹状

地形の下部 に最高点があ りその周辺 に高ポテンシャル値 が広が る 「凹地形型」、C.山 の

斜面や 、海食崖部分な どに最高点があ りその周辺 に高ポテ ンシャル値が広 がる 「斜 面型」、

D.平 地部分に最高点が あ りその周辺に高ポテンシャル値が広が る 「平坦地形型」である。

「凸地形型」につ いては、今回の対象地域 では、神峰山 ・高鈴 山地域、八溝 山地域 、鷲

子山地域、西金砂神社地域 の4箇 所が該 当し、全て森林 に囲まれ た山頂部に最高点が見 ら

れ るタイプの 「山頂林地型(A-1」 であると判 断 された。 そ して、表5-27に おける類

型では、3地 域が 自然資源型で、1地 域が文化資源型であった。

「凹地形型」には合計18地 域が該 当 していた。各地域内の土地利用パ ターンを考慮する

と、森林 に囲まれ た渓谷 に最高点があ る 「自然渓谷型(B-1」 、森林等 に囲 まれた湖沼に

最高点がある 「湖沼型(B-2)」 、谷あいの非森林植生に最高点がある 「草地 ・園地型(B-3)」 、

谷あいの集落な どに最高点がある 「山間集落型(B-4)」 の4種 類に、更 に細分化 が可能で

あった。 「自然渓谷型(B-1)」 には竜神峡地域、亀谷 地地域 、風車の弥七 ゆか りの地域 、

大子 田の沢地域 の4地 域が含 まれ、自然資源型 が2地 域、文化資源型及 び山間施設導入型

が各1地 域で あった。 また、 「湖沼型(B-2)」 には水 沼ダム地域、花貫渓谷 地域 、十 王ダ

ム地域の3地 域 が含 まれ、折衷型 が1地 域、山間施設導入型が2地 域であった。そ して、

「草地 ・園地型(B-3)」 には里美牧場地域 、大宮 自然公園地域、高萩 ゴル フ場地域、宍戸

ゴル フ場地域の4地 域が含 まれ、自然資源型が1地 域、山間施設導入型 が4地 域であった。

最後に 「山間集落型(B-4)」 には上小川袋 田地域、奥久慈地域 、大菅中里地域、黒沢上の

宮地域 、美和村 中心地域、里美村 中心地域、山方町中心地域の7地 域 が含まれ、 自然資源

型が5地 域 、折衷型及び山間施設導入型が各1地 域 となっていた。

「斜面型」 には合計7地 域が該 当してお り、上記 と同様 に地域内の土地利用パ ター ンを

考慮す ると、林内斜 面に最高点がある 「斜面林型(C-1)」 、森林 と都市等の境界 に最高点

が現れ る 「フ リンジ型(C-2)」 、断崖等の突端 に最高点があ る 「断崖型(C-3)」 に分類す る

こ とが可能 であった。 「斜面林型(C-1)」 には花園神社地域 、生井沢地域の2地 域 が含 ま

れ、全て 自然 資源型 に該 当 した。 また、「フ リンジ型(C-2)」 には常陸太 田西山荘地域 、

高萩大心苑地域 、かみね公園 日立中心地域の3地 域が含まれ、折衷型、山間施設導入型、

都 市施設型 が各1地 域該 当 した。 そ して、 「断崖型(C-3)」 には五浦海岸 地域 と鵜 の岬地

域 の2地 域が含 まれ、折衷型及び都市施設型 が各1地 域であった。

「平坦地形型」 も合計7地 域が該 当し、草地や林地がパ ッチ状に現れ る部分に最高点が

くる 「草地 ・林地型(D-1」 および、都市内に最高点がある 「都市型(D-2)」 に分類可能で

あった。 「草地 ・林 地型(D-1)」 には緒川 大宮 ゴル フ場集 中地域 、大宮金砂郷 ゴル フ場集

中地域、十王 日立ゴル フ場集中地域の3地 域が含 まれ、全て ゴル フ場 が集 中 している山間

施設導入型 に該 当 した。 また、 「平地都市型(D-2)」 には磯原海岸地域 、高萩手綱地域、

日立港地域 、 日立久慈浜地域の4地 域が含 まれ、 自然資源型、文化資源型 が各1地 域、都

市施設型が2地 域該 当 した。

そ して、各高ポテ ンシャル地域の意味的類型 と地形 ・土地利用的類型 との関係 について



考察を行 ってみると、今回の結果では、A-1か らD-2ま での10種 類の地形 ・土地利用的要因

に従って、①か ら⑥の地域の意味的類型 が規定 され るとい う傾向は見 られなかった。今回

の解析結果だけでは事例数が少ないので、確 定的 なことは言 い難いが、地形や土地利用 な

どの即地的な要因か らは、その高ポテンシャル地域の持つ固有の意味 を見いだす ことが難

しいのではないか と考え られた。

c森 林 の観光 レク リエー シ ョン機 能の既存評 価手法 との比較 考察

次に、上記 の考察によって導き出された類型 を、既存評価手法に照 らし合わせて考察 を

行った。既存 の評価手法 としては、林野庁によるもの(林 野庁1977,1998)の 他 にも都道

府県が独 自に行っているもの(熊 本県1995,(財)林 政総合調査研 究所1995)な どがある

が、いずれの場合に して も、先に述べたとお り、林班単位や数百ha程 度 の森林団地を想定

して、その林班や団地内の森林 の状況 に着 目して、機能別 に(木 材生産 ・水資源 ・観光 レ

ク リエーシ ョンな ど)重 要度を判定 し、林班や森林団地 として、最 も優先すべき機能 を決

定す る方式 が一般的 である。 この様 な手法は、 ある場所にお ける森林 の多面的機能を幅広

く比較 して、管理方針 を決定す る際には有効 であ るものの、その森林団地の周囲に繋が る

土地利用を考慮す ることを、かならず しも必要 としない手法である点が指摘できる。つま

り、林班や森林団地内か、ごく隣接 した場所 にある観光 レク リエーシ ョンの重要度を判定

す る場合には有効であるものの、対象 とす る森林か らやや離れ た周辺地域な ど、林外 に観

光 レク リエー ション活動 の求心的資源 ・施設が存在 していて、地域全体の観光 レク リエー

ション的環境 を高めるためにその森林の管理が重要 になる場合 には、その重要性 を判断で

きない可能性が残 されている。

今回対象 とした八溝多賀地域森林計画区の場合、「山頂林地型(A-1)」 、「斜面林型(C-1)」

の2類 型は、既存 の評価 手法で もほぼ確実に導 き出せ ると考 えられ る。一方、 「自然渓谷

型(B-1)」 、「湖沼型(B-2)」 、「草地 ・園地型(B-3)」 、「フ リンジ型(C-2)」 、「断崖型(C-3)」 、

「草地 ・林地型(D-1)」 の6類 型 は導 き出 され る可能性 は高い と予想 され るが、必ず抽出

され る保 証は無い と考 えられ る。 また、 「山間集 落型(B-4)」 及び 「平地都市型(D-2)」 の

2類 型 については、森林計画上重要な地域であると判定 され ないケースも十分予想できる。

とくに、 「山間集 落型(B-4)」 は、集落を取 り巻いている複数の森林 団地が連携的 に管理

され るこ とで地域のアメニティを向上 させ ることが期待 され るが、既存の手法で、その様

な連携 を判断す ることは困難であると考 えられ た。

(5)ま とめ

以上、既存 のデータベースを用いて、森林管理の視点か ら見た観光 レク リエー ションポ

テンシャル を、中山間流域である八溝多賀地域森林計画区において算 出 した。その結果、

36箇 所の高ポテ ンシャル地域が見出 された。36箇 所 の高ポテ ンシャル地域 は、そのま とま

りの意味を考察 した結果5種 類 に類型化 された。また、地形的起伏や 土地利用形態をもと

に考察 した結果、上記 とは違 う観点から10種 類に類型化 された。そ して、後者の10類 型 の

うち8類 型 については、従来の森林計画にお ける観光 レク リエー ション機 能の評価手法で

は、必ず しもとらえ られ る保証がないと判断 され た。そ してその8類 型の中には、意味的



観点か ら分類 された前者 の5類 型がすべて含 まれていた。 したがって、今回の結果か ら、

今後森林計画で観光 レクリエー ション機能 を考慮す る際には、地域全体の観光 レクリエー

シ ョン構造 に今以上 に配慮 し、新たな視点 か ら評価 を行 う必要性があることを指摘 できた。



5-7二 流 域 の 比 較 考 察

(1)研 究 の背 景 ・目的

本項では、これ まで検討を行 ってきた霞ヶ浦流域お よび八溝多賀流域の2流 域の解析結

果をもとに、流域 の特性 が異なることで、観光 レク リエーシ ョンに関わる森林整備 の方向

性や地形 ・土地利用 の特性に、 どの様 な差違が現れ るのか比較 を行った。

(2)対 象 ・方 法

対象地 は上述の通 り霞ヶ浦流域お よび八溝多賀流域である(図5-13)。

両対象地 の特徴 について改めて触れ ると、霞 ヶ浦流域 は、茨城県南西部 の55市 町村か ら

なる約3,390km2の 地域で、標高800m程 度 の筑波山塊な どの低山帯を一部含むが、大半は標

高数十m程 度 の台地 と低地か らなる平地流域 である。計画区内の森林 面積 は約470km2で 、

林野率は約14%で ある。八溝多賀森林計画区は、茨城県北部 の13市 町村か らなる約1,610k

m2の地域で、13市 町村中9市 町村が中間 ・山間農業地域 に分類 される中山間流域であ る。

計画区内の森林面積 は約1,120km2で 、林野率は約69%で ある。以上、本論の対象地は共 に

茨城 県内にある ものの、地勢や林況な どは大き く異な り、地域間比較を行 うのに適 してい

ると判断 した。

本論では、2流 域について、まず①観光 レク リエー シ ョン資源 ・施設 の現況 について、

次に②森林管理上観 光 レクリエー シ ョンの観点か ら重要であると判定 された地 区の森林整

備の方向性について、最後 に③重要地区の地形や土地利用構造の差違 について、流域間の

比較を行ない、考察 した。

(3)結 果 ・考 察

a観 光 レク リエー シ ョン資源 ・施設 の現況比較 お よび考察

各対象地内に存在す る観光 レク リエーシ ョン資源 ・施設の現況の集計結果 を、表5-2

8に 示す。総計では、霞ヶ浦流域では資源 ・施設 の総数が808件 、対象数が528箇 所、八溝

多賀流域 では総数 が365件 、対象数が193箇 所 と、総数で約2.2倍 、対象数で約2.7倍 の差が

あった。 しか しなが ら、両者の面積 そのもの に約2.1倍 の差があるた め、1km2あ た りの観

光 レク リエー シ ョン資源 ・施設数にす ると、霞 ヶ浦流域 は総数 で0.24件 、対象数 で0.16箇

所 、八溝多賀流域 は総数で0.23件 、対象数で0.12箇 所 と大きな差違 は見 られなかった。

ただ し、個々の資源 タイプごとの差違 を見 ると、神社仏閣 ・町並み ・史跡な どの歴史文

化的資源 について霞 ヶ浦流域が、山岳 ・河川景観 ・海岸景観 ・温泉な どの 自然資源につい

ては八溝多賀流域が比率的に他方 を1%以 上上回 っていた。 また、個々の施設 タイプの差

違では、博物館 ・動植物園 ・センター施設につ いて霞ヶ浦流域が、ハイキングコース ・キ

ャンプ場、海水浴場 ・観光農林業 ・観光漁業 ・シ ョッピング店 ・郷土料理店では八溝多賀

流域が比率的に他方を1%以 上上回っていた。

以上総括する と、単位 面積あた りの観光 レク リエーシ ョン資源の総数では2流 域間に大

きな相違はないものの、個別の資源 ・施設の内容は、霞ヶ浦流域では歴史文化 に関わる資

源 ・施設が、八溝多賀流域 では 自然環境 に依存 した資源 ・施設 が比率的に多いこ とが明 ら



表5-28全 国観光情轍データベースに基づく対象地域内の観光レクリエーション資源・施設数と対象池域の数

＊(1)総数とは、〔社)日本鯉光協会発行の全国観光惰報データベース(1999)

に記載された観光レク資源・施設の総数を指す。
*2)対 象数とは、上記載数のうち3次(1㎞)メッシュ単位で地理的に位置が

確認可能な資源・施設の数を指す。

か に なっ た。

b森 林 管理 を積 極的 に行 うこ とが有効 な地域 に関す る比較考察

既存成果か ら、霞 ヶ浦流城で75箇 所(総 メ ッシュ数1,212)、 八溝多賀流域では36箇 所(総

メッシュ数656)が 、観光 レク リエー シ ョンのために森林管理が重要 な地区 だと判 定 され

た。 この点 について も両者の差は約2.08倍(メ ッシュ数で1.85倍)と 計画 区自体 の面積比

を考慮す ると、大きな差違 を示 していない。

しか しなが ら、図5-21に 示 した とお り、 どの様 な理 由か ら森林 管理が重要 であるか

とい う森林整備 の方向性 については、上述の資源 ・施設の流域 間比較 の結果同様 、霞 ヶ浦

流域では 「②歴 史 ・文化資源 が卓越 した地域(30箇 所 ・40.0%)」 が突出 して多 くな って

いる反面、八溝多賀流域では 「① 自然資源 が卓越 した地域(13箇 所 ・36.1%)」 の比率が

高 くなっていた。

つま り、流域 内における重要地 区の箇所数 ・メ ッシュ数 について2流 城 で大きな差 はな

いものの、両流域で観光 レク リエーシ ョンのために森林管理を行 う意味的要因については

明 らかな差違が ある と判断 できた。

c重 要 地 区 の 地 形 ・土 地 利 用 構 造 の 比 較 考 察

次に、既存成果か ら各重要地区の地形 ・土地利用形態のタイプ分類結果 を比較 する(図

5-22)。

図5-22か ら2流 域を比較す ると、霞 ヶ浦流域 では、主に大分類Dの 平地地形型 に重

要地区が集中す る一方で、八溝多賀流域ではD以 外 の大分類A(凸 地形型)・B(凹 地形

型)、C(斜 面型)に 集中す るとい う傾 向にはっき り二分 され た。 また、霞 ヶ浦 流域 で大

分類A～Cと 判 定され た重要地区はすべて筑波山系 の低山帯に位置 し、八溝多賀 流域 で大

分類Dと 判定 された重要地区は、流域内の台地 ・低地域に ゴル フ場が集中 して開発 された



①自然資源が卓越した地域 ④山間型レク施設を導入した地域

図5-21重 要地 区の意味的分類

場所(D-2草 地林地型 の3地 区)と 、太平洋 沿岸沿いの都市域(D-5平 地都 市型 の4地 区)

であった。つま り、前者 では平地流域、後者では中山間流域 としてはやや例外的な立地に

位置す る地 区であると考 えられた。

また、この地形 ・土地利用構造の特性 と、図5-21で 示 した①～⑥の意味的分類 との

対応関係 について考察 したが、今回の2流 域の結果か らは、地形 ・土地利用の形態 と、森

林整備 を行 うべ き方向性 との間に一定の対応 関係がある と判断することができなかった。

つま り、今 回の2流 域の結果から、観光 レクリエーシ ョンのために森林管理を行 うべ き

地区の地形や土地利用構造は、流域の特性に よって大きく変わ りうることが明 らか になる

と共に、その地形 ・土地利用の特性 と森林整備 を行 うべき方向性 との間については明確な

対応 関係が見いだ しがたい と判断 され た。

これ らの対応関係 をさらに分か りやす く図示 した もの、つま り図5-21お よび図5-

22統 合 したものを図5-23に 示 した。

(4)ま とめお よび今 後 の展 望

以上、2箇 所の地域森林計画区を対象に、多様 な観光 レクリエーシ ョン活動 を考慮 し、

森林管理上重要な地区を算定 した結果、両流域の観光資源 ・施設数や重要地 区の数 ・面積

な どには大 きな差異が見 られなかった一方で、森林管理 を行 うべき方向性や、重要地区の

地形 ・土地利用形態については流域毎に大きな差違があるとい うことが、今回の比較考察

によって明 らかにされ た。今回の結果は、我 が国 たある158の 地域森林 計画 区の うち、2

箇所を対象に行 った成果に過ぎないが、この2箇 所だけの比較においてもこの様 な結果が

明確 に現れているこ とが注 目に値す る。

つま り、我が国において観光 レク リエーシ ョンの観点か ら持続可能 な森林管理のあ り方



*1)★ は
、最高点を示した地点を表す.

*2)① ～⑥ は
、図6-15で 示した番号に対応している..

図5-22地 形 的構造 および土地利用構造によりグループ化 ・サブグループ化された重点地区一覧

を考 えるにあたっては、今後国内の158流 域 を対象 に観 光 レク リエー シ ョンの観点か ら森

林管理上重要な地区 を算定 し、その地区にお ける森林管理 の意味的要因お よび地形 ・土地

利用構造 の特性 を明 らか し、各流域 に沿った個別の計画を樹立す る必要があると考え られ

た。そ して、得 られた結果を森林計画に的確 に反映 させ るために、市民参加や合意形成制

度を充実 させ、観光 レク リエーシ ョンを考慮 した地域森林管理 の体系を作 り上げる必要が

あると考え られ た。



図5-232つ の流域 の地理的解析の結 果



5-8ポ テ ンシ ャル算 定手法 の開発 に関す るま とめ

以上、第5章 においては、1991(平 成2)年 の 「森林の機能別評価」お よび、1997(平

成9)年 度 の 「『森林 と人 との共生』上重要な観光 レク リエー シ ョン林 を判定す る手法」

を概観 し、考察 した上で、現行の林野行政にお ける評価手法にお ける改善すべ き点な どを

整理 し、「観光 レク リエー シ ョンのために森林管理 を行 うことが適切 な地域 を地理的 に判

定す る手法」の開発 を行 った。

本項では、まず は じめに、新たに開発 され た手法の改良点について、改めて整理 を行 う

ことにす る。 また、引き続き第1章 か ら第4章 で検討 した、我 が国におけ る観光 レク リエ

ーシ ョンを巡 る施策、研究および利用の動 向 と、本章で新たに開発 した手法 との関連 につ

いて整理 を行 う。

(1)現 行 の機 能評価法 との比較

a1991(平 成2)年 の 「森林の機能別評価」の問題 点、および、1997(平 成9)年 度の

「『森林 と人 との共生』上重要な観 光 レク リエーシ ョン林を判定す る手法」 における

改良点 のま とめ

林野庁通達である1991(平 成3)年 の機能評価 の大きな特徴は、①観光 レク リエーシ ョ

ンのための森林管理で考慮すべき資源や施設 を、全国一律 の基準によ り定 めていること、

②観光 レク リエーシ ョン機能の重要度を国際的な観光地か ら地域 レベル に限定 された観光

地 までに序列をつけるとい う評価基準によ り分類 していること、 さらに③宿泊施設の存在

を、機能評価の加点因子 として掲 げているが、宿泊施設は、基本的 に価値 のあ る観光 レク

リエーシ ョン資源や施設が、その近辺 に存在す る結果 としてつ くられる とい う因果関係 が

あることが指摘できので、二重加点の懸念があることなどが挙げ られた。

しか しなが ら、上記①に対 しては、現在の地方分権 を指 向 した森林計画の状況下では、

観光 レク リエー ションのための森林管理 で考慮すべき資源や施設 は、地域で 自ら考 えるべ

きであ り、かつ間接的な利用 も含 めた多様な観光 レク リエー ション資源や施設 を考慮すべ

きである点、② に対 しては、観光 レクリエーシ ョン機能の重要度 を、国 による序列ではな

く、地域主体で考えるべきである点に加 え、近年 ごく普通 の農 山村にお ける体験活動や里

山等の価値が見直 され、その結果国 レベルでは突出 した存在 とは言えない森林地域の観光

レク リエーシ ョン的価値が高 くなっている点、 さらに、③ に対 しては機能評価 における二

重加点 を排 除すべきである点な どが問題点 として抽 出され、1997(平 成9)年 度の林野庁

の報告書である 「『森林 と人 との共生』上重要 な観 光 レク リエーシ ョン林 を判定す る手法」

で検討が行われ改良がなされ たと考 え られ る。

b1997(平 成9)年 度の 「『森林 と人 との共生』上重要な観光 レク リエー シ ョン林 を判

定す る手法」における問題点お よび、本章にお ける 「観光 レク リエーシ ョンのために

森林管理 を行 うことが適切な地域 を地理的に判定す る手法」の改良点のまとめ

1997(平 成9)年 度の 「『森林 と人 との共生』上重要な観光 レクリエー シ ョン林 を判定

する手法」においては、1991(平 成2)年 の 「森林の機能別評価」の問題点 を考慮 して、



①観光 レクリエーシ ョンのための森林管理で考慮すべ き資源や施設を、全国一律の基準に

より定めることをせずに、全国観光情報データベースや法令な ど、幅広い観点 に基づき重

要度 が決め られ るよ うになった こと、あるいは②観光 レクリエーシ ョン機 能の重要度 を国

レベルの観光地か地域 レベル の観光地 かとい う基準で分けずに、地域 の事情に応 じて高中

低(HML)の 評価 をつけるこ とが、限定的 ・選択的 ではあ るとはいえ可能 になった こと、

な どが特徴 として挙げ られ る。

しか しなが ら、依然 この手法で も解決できていない点が見 られた。それ らは、①地域に

散在する定評のある観光 レク リエー シ ョン資源や施設が、森林管理上 の実際 どの程度重要

度 であるのかを確か めた定量的な指標 が、我が国にはないままに高中低(HML)と い う評

価基準をつ けていること、②観光 レク リエー シ ョン資源 ・施設 のために有効 な森林管理の

範囲 についての定量的な指標がないこと、③独 立 した評価項 目として挙げ られている 「景

観的要因による類型化」 と 「観光 レク リエー シ ョン資源 ・施設のために有効な森林管理の

範囲」が、項 目的に一体化 できるのではないか と考 えられること、④1997(平 成9)年 の

林野庁 の手法では、観光 レク リエー シ ョン資源や施設のほかに、法令等の指定状況や、既

存 の森林機能評価の結果な どを、評価項 目として加点の因子 としてい るが、これ らについ

ては、元 々その地域に優れ た観 光 レク リエーシ ョン的資源や施設 があるか ら法令 として保

全 され た り、機能評価が高 くなってい るとい う側面が大 きいため、結果 としてポテ ンシャ

ル算 定に関 しては二重加 点を行 ってい ることが否定できないこと、⑤交通機関の評価につ

いて も、それ らの交通機 関が独 立的に観光 レク リエーシ ョン活動 の施設 として機能 してい

る場合 には加点の対象 として も問題 ない と考え られるが、そ うでない場合には二重加点の

材料 となって しま う懸念が伺 えること、⑥観光 レク リエーシ ョン資源 が森林内に存在 、あ

るいはごく近 くに接 していな くては評価対象にな らない こと、⑦観光 レク リエー シ ョンの

観 点か ら森林管理が重要 と判定 された地 区について、その地区の文化性が高いために観光

レクリエーシ ョンのための森林管理を行 うポテ ンシャル が高 くなったのか、あるいは 自然

的観光 レクリエーシ ョン要素が高いためにそ うなったのかな ど、高ポテ ンシャルに判定 さ

れた意味 の解析 を行 うことができる手法 になっていない とい うこと、⑧全 国に158あ る地

域森林計画 区(流 域間)ご との、観光 レク リエーシ ョン的特性が明 らかにな らない とい う

ことな どが挙げ られた。

以上挙げ られた問題点 に対応す る形で、第5章 で検討 した 「観光 レク リエー シ ョンのた

めに森林管理を行 うことが適切な地域 を地理的に判定す る手法」は、現在 の森林 の観光 レ

クリエーシ ョン機能の評価法 よ りも以下の点がブラ ッシュア ップ された。

まずは じめに、6-2項 の調査結果および考察 によって、上記① に対 しては、地域に散

在す る観光 レクリエーシ ョン資源 ・施設について、森林管理者の立場か ら見た重要度 に関

す る指標 が、事例的ではあるが定量的に示 された。そ して、得 られた結果 によると、地域

内の観 光 レク リエーシ ョン資源 ・施設の森林管理上の重要度の ウエイ トが、1991(平 成2)

年 の 「森林 の機能別評価」の問題点、お よび、1997(平 成9)年 度 の 「『森林 と人 との共

生』上重要な観光 レク リエーシ ョン林を判定す る手法」な ど従来の評価法で示 されていた

基準 よりも、高い得点 を得 る傾 向が指摘 できた。

また、②および③ について、森林管理上有効 な範囲は、資源 ・施設 が点的か線的 ・面的



か とい う違いや、眺望的管理 があ るか否かで異なってくるものの、おお よそ3,000m四 方

で9割 近 く、5,000m四 方 でほぼ全 ての範囲がお さまっていることが事例的 に明 らかに さ

れた。 また、眺望管理つ ま り景観的 な管理 では、既存文献(篠 原1982)か らすれば、森林

施業による視覚的管理が有効である範囲は2,100～2,800m程 度である とされてい るため、

森林管理 にあたっては、各資源 ・施設 を中心 におお よそ3,000～5,000m四 方 を考慮すれば

十分であると指摘できた。そのため、例 えば5km四 方を考慮 したメ ッシュ程度の地理的な

範囲設定で、観光 レク リエー シ ョン資源や施設 の地理的評価 を行 うと、おおむね順 当な解

析が行 えると判断できた。

そ して、5-3項 による検討および、5-4,5-5項 による実証で、④お よび⑤の問

題点については、全国観 光情報ファイル における 「観光資源」および 「観光施設」 を評価

項 目として計上することで、評価段階にお ける二重加点を排除可能 とす る とともに、上述

の 「5km四 方のメ ッシュを含む程度の地理的な範囲設定」 とい う条件 を加味 した約5×5

kmを 範囲 とした国土数値情報の3次 メッシュ単位における5×5メ ッシュの フィル タリン

グ法を採用す ることによって、⑥ として挙げ られていた 「観光 レク リエー ション資源 が森

林内に存在 、あるいは ごく近 くに接 していな くては評価対象にな らない」 とい う問題点 を

解決 した。 そ して、高ポテンシャル地 区の、地形及び土地利用状況を類型化 して考察 した

ところ、従来の林野庁の機能評価手法 では必ず しも出て くるか分か らない ラン ドスケープ

タイプ(特 に、図5-22に お けるタイプB-4、D-5)が 、「観 光 レク リエーシ ョンの

ために森林管理を行 うことが適切な地域 を地理的に判定す る手法」では導 くこ とができた

点は注 目に値する と考え られた。

さらに、フィル タ リング法の結果 、森林管理 を行 うことが有効であると判定 された地区

の得点内容 を加味す ることによ り、第⑦番 目の問題点の、その地区が歴史文化的に重要な

地区なのか、 自然的要素 の集積 により重要なのかな どが判断可能 となった。

最後に6-6項 において、茨城県の霞ヶ浦流域(平 地流域)と 八溝多賀流域(中 山間流

域)と の比較考察 を行った結果、第⑧番 目としてあげていた 「全 国に158あ る地域森林計

画区(流 域間)ご との、観 光 レクリエーシ ョン的特性」 を明 らかにす ることも可能である

ことが確認 できた。 また、加 えて、「観 光 レク リエーシ ョンのために森林 管理 を行 うこと

が適切な地域を地理的 に判 定す る手法」では、国有林 ・民有林を問わず一律 に解析 を行 う

ことが可能であ り、両者一体 となった地域の観光 レクリエーシ ョンポテンシャル の特性が

明 らかにで きる点にった ことも特徴 と して挙げ られ る。

(2)第1章 か ら第4章 までの成 果 と本 手法 との関連

この項 では、 さらに、 「観光 レク リエー シ ョンのために森林管理を行 うことが適切 な地

域を地理的に判定す る手法」 と、第1章 か ら第4章 までの成果 との関連 について考察を行

いたい。

「観光 レク リエー シ ョンのために森林管理 を行 うことが適切 な地域 を地理的 に判 定す る

手法」の開発の成果 と、第1章 の成果 の関連 については、第一 に 「我 が国における観光 レ

ク リエーシ ョンを巡 る状況」で指摘 した 「地域の 自然景観や歴史環境 などが野外 において

分かる仕組み を整 える」ための基礎資料 として、本評価法は有効であると考 え られ る。

第1章 で指摘 した①我が国では国民 の生活 の力点が、 レジャー ・余暇生活へ とはっき り



移 り、② レジャー ・余暇生活の中で も、野外活動に対する潜在的欲求 が高い とい う傾向が

あることに加 え、③我 が国は人生80年 時代に入 っていて、④勤労世代 においても余暇時間

が確実に増加 しているため、 このよ うな世代 に対す る成人層へ の 日常的 な余暇空間の提供

も重要であるとい うことを鑑 みると、我が国では 「地域 の自然景観や歴史環境 などが野外

において、一般成人に も分か りやす い仕組み を整える」ことが重要であるとい うことを指

摘 した。そ して森林管理者はそのための空間づ くりを行 う責務がある と考え られ るが、現

行の森林計画ではその空間づ くりの 目標が曖昧であった点は否定できない。しか しなが ら、

「観 光 レク リエーシ ョンのために森林管理 を行 うことが適切 な地域 を地理的に判 定す る手

法」は、例 えば観光 レク リエー ション環境 として 自然的環境 を中心に保全すべ きなのか、

文化的要素 を重視すべきなのかな ど、観 光 レク リエーシ ョン上森林管理 を行 うことの意味

が判定可能なので、そのよ うな森林づ くりの基礎資料 としての役割 を担 うことが可能であ

ると考え られる。 さらに第1章(3)で 指摘 した多様 な観 光 レクリエーシ ョン活動 を、個

別具体的に対象 とす る手法 として、本手法は既存の機能評価法 より優れていると考 えられ

る。

また、第2章 で、我が国の観光 レク リエーシ ョンのための森林管理施策 が、利用者や他

省庁の施策な どの外圧 に対 して、追従型 になっている点が指摘 されていたが、同手法の結

果を用いれば、林野施策 における森林 管理 としてどのよ うな場所で どのよ うな森林管理の

方向性 を、戦略的に打ち出せばよいのかが示す ことができる点か ら、特に地域森林計画 に

とって有効 であると判断 できた。同様 に第3章 で、我が国の研 究が施策追従の状況にあっ

た点 を改善す る点を指摘 していたが、本手法は、効果的な観光 レク リエー シ ョンに関わ る

施策提案型研究を行 うための根拠 となる と考え られた。

最後に第4章 で指摘 した 「観光 レク リエーシ ョンのための森林整備 は、労力等の関係か

ら森林全体 の内のごく限 られた場所 で しか行 うことががで きない」とい う指摘 に対 して も、

観光 レク リエーシ ョンのために森林管理を行 う地理的優先順位 を定め られた とい う点で、

有効である と考え られ た。

以上、今回開発 した手法は、第1章 か ら第4章 で検討 してきた結論 に対 して、既存の機

能評価手法 よ りもブ ラッシュアップできた と考え られた。

【付記】

21世 紀に入 り我 が国では全国的 に大規模 な市町村合併 が推進 されている。

今回研究対象 とした市町村 もその例外 ではない。対象地域内で21世 紀に入 り既 に合併や

市制 を新たに施行 したものを7件 、今後具体的に合併 を協議 しているものを10件 見 ること

がで きる(下 記の一覧参照)。 このほかに も栃木県の茂木 町や益子町の よ うに具体的な合

併案 が固まっていない ものの、合併に向けた方針 を示 している市町村 もある。

これ らの合併に より、市町村森林整備計画や地域森林計画の対象範 囲が今後変更 され る

ことは間違 いない。ただ し、本論文 を執筆す る時点では流動的で、合併 の全貌が明 らかに

なっていない点、またそれに伴 う計画範囲の変更 も明 らかではない点か ら、解析結果 は新

市町村に置 き換えずに全 て20世 紀の終 わ り、つま り2000(平 成12)年 時点の もので通 してい

る。



なお、市町村が合併す ることで市町村の規模は大きくなるが、いずれの市町村 も例えば、

旧つ くば市(茎 崎町 と合併前)の 空間スケール と大 きくは変わ らず、その旧つ くば市で も

解析結果が有効 に使 えるため、市町村合併 に伴い、本論文の解析手法の意義 が減少す るこ

とはない と判断 している。

・21世紀に入 ってか ら合併等 をした対象地域の市町村

その1:合 併等終了

2001年4月1日 行方郡潮来町 と牛堀町 合併 ・市制施行に より 「潮来市」に

2002年2月2日 北相馬郡守谷町 市制施行 により 「守谷市」に

2002年11月1日 つ くば市 と稲敷郡茎崎町 合併によ り新 「つ くば市」に

2004年10月16日 那珂郡大宮町 と山方町、美和村 、緒川村、東茨城郡御前山村

合併 ・市制施行 によ り 「常陸大宮市」 に

2004年11月1日 日立市 と多賀郡十王町 合併によ り新 「日立市」に

2004年12月1日 常陸太田市 と久慈郡金砂郷 町、水府村、里美村

合併によ り新 「常陸太 田市」 に

2005年1月21日 那珂郡那珂町 と瓜連町 合併 し 「那珂市」 に

その2:合 併等協議 中

2005年2月1日 東茨城郡 常北町 と桂村 、西茨城郡七会村

合併 し 「東茨城郡城 里町」になる予定

2005年3月22日 岩井市 と猿 島郡猿 島町 合併 し 「坂東市」にな る予定

2005年3月22日 稲敷郡江戸崎町 と新利根町、桜川村、東町

合併 し 「稲敷市」になる予定

2005年3月28日 下館市 と関城町、明野町、協和町

合併 し 「筑西市」になる予定

2005年3月28日 新治郡霞ヶ浦町 と千代田町 合併 し 「かすみが うら市」にな る予定

2005年3月28日 取手市 と北相馬郡藤代町 合併 し新 「取手市」 にな る予定

2005年9月2日 行方郡麻生町 北浦町 玉造町 合併 し 「行方市」になる予定

2005年10月1日 西茨城郡岩瀬町 真壁郡真壁町 大和村

合併 し 「桜川市」にな る予定

2005年10月11日 鹿 島郡旭村 鉾 田町 大洋村 合併 し 「鉾田市」になる予定

2006年1月23日 稲敷郡阿見町 美浦村 合併 し 「霞南市」になる予定


